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平成２２年度診療報酬改定に対する診療側委員の意見 

 

 政府による継続的な社会保障費の抑制策により、診療報酬は平成１４年度か

ら平成２０年度まで４回連続でマイナス改定を強いられた。 

その中で、平成２０年度改定は医師確保対策として病院勤務医の負担軽減策

等を「緊急課題」と位置づけ重点評価されたが、2,200 億円抑制する方針（「経

済財政運営の基本方針」（骨太方針））が撤回されなかったために引き上げ財源

はわずかなものとなり、その結果、診療所の財源から削った分を病院に移譲す

るという異例の事態となった。 

しかし、この対応は、緊急課題の解消には十分とは言えないものであり、ま

た、勤務医対策もごく一部の急性期大病院にのみ資源配分がなされ、地域の救

急医療・二次医療を担う地域中核病院、地方の医療の根幹を支える民間病院お

よびその勤務医に対しては、救済の手が差し伸べられず、病院はもちろん、地

域医療を支える診療所、歯科診療所、薬局の経営もさらに厳しい状況にある。 

国民・患者が望む安心・安全で良質な医療を安定的に提供していくことは、

医療提供者の重大な責務である。今日の医療崩壊の主たる原因が上記のマイナ

ス改定にあることは、衆目の一致するところである。これを改善し、医療再生

を図るためには、根拠に基づいた適切な技術評価を反映した診療報酬改定が必

要である。 

国民の生命および健康を守るために、平成２２年度診療報酬改定に当たっ

ては、過去のマイナス改定を回復し、病院の入院基本料を初めとする診療報

酬の大幅な引き上げによる医療費全体の底上げを強く求めるものである。 

以上 


